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米陸軍トリイ通信施設における吊り下げ降下訓練に対する抗議決議 

 

去る７月 26日、トリイ通信施設において､ＵＨ１Ｎヘリコプターから､５人１

組で、次々に降下する訓練が夕方６時半頃から日没後まで実施された。 

 訓練は毎回、地元への事前通告もなく､住民への注意喚起を周知する暇も無い

状況で行われている。 

 この間、トリイ通信施設の着陸帯は戦術着陸帯ではない事から､村当局と村議

会は､吊り下げ訓練が実施される度に抗議の意志を示してきたが、一向に訓練が

中止される事はない｡ 

 トリイ通信施設周辺は住宅密集地であり、隣接する海域も漁業､観光の場であ

り､地域住民の憩いの場である。 

 本村においては、吊り下げ訓練による落下事故が複数回発生しており、村民の

不安が消えることはない。 

 米軍の一方的な戦術訓練は、村民の生命と人権を軽視していると言っても過

言ではない。 

 今､世界の情勢は、ロシアによるウクライナ侵攻や台湾有事の懸念もあり、地

域住民の生活圏に隣接するトリイ通信施設での戦術訓練は､戦争への不安を助

長するものであり､決して容認出来るものではない。 

 よって､読谷村議会は村民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から

米軍及び関係機関に対し厳重に抗議するとともに､下記事項について､速やかに

実施するよう強く要求する｡ 

 

 

記 

 

１  トリイ通信施設でのあらゆる吊り下げ訓練は中止すること 

２  日米地位協定の抜本的改定を行うこと 

 

以上、決議する｡ 

 

 令和４年８月 16日 

                           沖縄県読谷村議会 

 

あて先 

駐日米国大使、在日米軍司令官、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官､ 

在沖米陸軍第 10地域支援軍司令官 

 


